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表紙

第28回
定 時 株 主 総 会

招集ご通知
株主総会にご出席の株主様へのお土産はご
用意しておりません。何卒ご理解ください
ますようお願い申しあげます。

　株主総会へのご出席を検討されている株主様
におかれましては、株主総会開催日時点での流
行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク
着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場
くださいますようお願いいたします。
　感染拡大防止のため、事前に書面（郵送）に
より議決権をご行使いただき、当日のご来場を
見合わせていただくこともご検討ください。
　今後の状況変化により、株主総会の運営に大
きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト
（https://www.ifis.co.jp/）にてお知らせい
たします。

日 時

場 所

決議事項

2023年３月24日（金曜日）
午前10時30分　（受付開始：午前10時）

東京都千代田区西神田三丁目１番６号
日本弘道会ビル　８階講堂
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締

役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選

任の件

証券コード：7833
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株主各位

証券コード　7833
（発送日）2023年３月９日

（電子提供開始日）2023年３月３日
株 主 各 位

東京都千代田区西神田三丁目１番６号
株式会社アイフィスジャパン
代表取締役 大 澤 弘 毅

第28回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第28回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。

　なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますの
で、株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら本招集ご通知と合わせてお
送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2023年３月23日
（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげま
す。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供
措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェ
ブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://www.ifis.co.jp/ir/stockholders_meeting/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/7833/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アイ
フィスジャパン」又は「コード」に当社証券コード「7833」を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主
総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

敬　具

－ 1 －
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株主各位

１．日 時 2023年３月24日（金曜日）午前10時30分（受付開始：午前10時）
２．場 所 東京都千代田区西神田三丁目１番６号

日本弘道会ビル　８階講堂
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項
報告事項 １.第28期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計
算書類監査結果報告の件

２.第28期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）計算書
類報告の件

決議事項
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1）議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成

の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
(2）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１

名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明
する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

(3）議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の３日前までに議決権
の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださ
いますようお願い申しあげます。

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知と合わせてお送りする議決権行使
書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェ
ブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

－ 2 －
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当連結会計年度の事業の状況

( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が懸念され

たものの、2022年３月をもってまん延防止等重点措置が解除され、行動制限緩和や感染症対
策の進展があり、国内経済活動の正常化が進み回復基調が続いております。

一方で、半導体不足やウクライナ情勢等による原材料価格の上昇、円安の進行による物価上
昇に加え、米国をはじめ各国での金融引き締め政策が継続し、国内でも大規模な金融緩和が縮
小され金利上昇が強まり、景気の下振れ要因があり、依然として不透明な状況が続いておりま
す。

当社事業と関連性が高い証券市場においては、日経平均株価が米国の積極的な金融引き締め
による景気後退の懸念から軟調推移で始まり、記録的な円安・ドル高水準に伴い大きく上昇局
面もありました。インフレ抑制による米国の金融引き締めの加速と日銀による長期金利の上限
幅を引き上げたことから年度末に向けて下落局面となりました。

投資信託市場においては、公募投資信託の残高及びその増加額が過去最高となるなど、増加
傾向が続いております。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は5,380百万円（前年比1.9％増）、営業利益は826百
万円（前年比11.9％増）となりました。また、経常利益は834百万円（前年比11.3％増）、親
会社株主に帰属する当期純利益は587百万円（前年比21.1％増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜投資情報事業＞
証券会社向けレポート作成システムのソリューション開発案件の受注が好調に推移する

とともに、連結子会社である株式会社キャピタル・アイが提供する資本市場関係者向けリ
アルタイムニュース『キャピタルアイ・ニュース』も堅調に推移しております。販売費及
び一般管理費の削減の効果もあり増収増益となりました。

その結果、売上高は1,395百万円（前年比1.5％増）、営業利益は597百万円（前年比
6.4％増）となりました。

＜ドキュメントソリューション事業＞
生命保険関連の印刷・物流サービスの受注が好調に推移し、企業年金関連の印刷やソリ

ューションサービスは売上を伸ばし、業績に寄与しております。
また、翻訳事業やＥ-mail・Fax同報配信サービスなど高付加価値商材が業績を伸ばしま

した。一方、金融法人における証券調査レポートの受注、グループ会社の株式会社東京ロ

－ 3 －



事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/02/24 22:19:08 / 22940819_株式会社アイフィスジャパン_招集通知_電子提供措置用

当連結会計年度の事業の状況

事　業　区　別 売　上　高 構　成　比

投 資 情 報 事 業 1,395,109千円 25.9％

ド キ ュ メ ン ト ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 1,915,154千円 35.6％

フ ァ ン ド デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ ー 事 業 1,333,398千円 24.8％

Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 737,104千円 13.7％

そ の 他 事 業 － －

合 計 5,380,767千円 100.0%

新規ソフトウェアの開発等 49,070千円

ジプロの配送サービスについては、金融法人における印刷物の需要減少傾向が続いており
受注減少となりました。

その結果、売上高は1,915百万円（前年比6.6％増）、営業利益は300百万円（前年比
59.1％増）となりました。

＜ファンドディスクロージャー事業＞
投資信託市場の純資産総額の増加傾向が継続しておりますが、印刷部数の減少等が響

き、印刷受注量が前年比で減少となりました。新サービスの企画開発の改良並びに販売体
制の強化をしたことによる人件費の増加もあり減収減益となりました。

その結果、売上高は1,333百万円（前年比6.5％減）、営業利益は244百万円（前年比
14.1％減）となりました。

＜ＩＴソリューション事業＞
事業会社向けの受託開発を行っているビジネスソリューションの受注が前年比で減少し

ておりますが、システム開発会社からの業務委託形態での受注が大幅に増加となりまし
た。外注費の増加など営業費用の増加により、増収減益となりました。

その結果、売上高は737百万円（前年比7.9％増）、営業利益は75百万円（前年比0.2％
減）となりました。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は、108,092千円であります。
　その主なものは、次のとおりであります。

当連結会計年度中に完成した主要設備

③　資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。

－ 4 －
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財産及び損益の状況

区 分 第 25 期
(2019年12月期)

第 26 期
(2020年12月期)

第 27 期
(2021年12月期)

第 28 期
(当連結会計年度)
(2022年12月期)

売 上 高 (千円) 5,564,131 5,355,695 5,280,244 5,380,767

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (千円) 570,086 448,994 484,877 587,314

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 59.02 46.48 50.20 60.80

総 資 産 (千円) 4,904,580 5,190,943 5,481,920 5,967,608

純 資 産 (千円) 4,075,776 4,351,789 4,714,646 5,160,766

１ 株 当 た り
純 資 産 額 (円) 421.94 450.51 488.07 534.25

区 分 第 25 期
(2019年12月期)

第 26 期
(2020年12月期)

第 27 期
(2021年12月期)

第 28 期
（当事業年度）
(2022年12月期)

売 上 高 (千円) 3,404,681 3,366,761 3,388,114 3,500,105

当 期 純 利 益 (千円) 430,039 361,269 321,226 360,209

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 44.52 37.40 33.25 37.28

総 資 産 (千円) 3,738,751 3,948,274 4,128,981 4,380,710

純 資 産 (千円) 3,312,927 3,500,386 3,691,279 3,906,685

１ 株 当 た り
純 資 産 額 (円) 342.96 362.37 382.13 404.43

⑵　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当連結会計年度の期首か
ら適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となって
おります。

②　当社の財産及び損益の状況の推移

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適
用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっておりま
す。

－ 5 －
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 キ ャ ピ タ ル ・ ア イ 80百万円 100.0％
金融市場に関するオンライン情報
サービス及び専門誌・関連書籍の
製作・発行

アイフィス・インベストメント・
マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社 50百万円 100.0％ 投資助言及び情報提供業

株 式 会 社 金 融 デ ー タ
ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 9.5百万円 100.0％ 機関投資家向け運用業務支援アプ

リケーションの提供

株 式 会 社 東 京 ロ ジ プ ロ 20百万円 100.0％ 物流コンサルティング及びドキュ
メントの発送代行業

有 限 会 社 プ ロ ・ サ ポ ー ト 3百万円 100.0％ 特定信書便及び軽貨物運送業

株 式 会 社 ア イ コ ス 35百万円 100.0％ 翻訳・通訳サービス業

株 式 会 社 イ ン フ ォ ー テ ッ ク 97百万円 100.0％ ソフトウエア受託開発

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

⑷　対処すべき課題
　当社グループは、「紙媒体」と「電子媒体」両方でのサービス、ソリューションを提供するユ
ニークな情報ベンダーとして、証券会社、機関投資家、上場会社の各セクター間での情報伝達と
ドキュメント処理の各サービス、ソリューションを提供しております。
　ここ数年では、ネット証券会社に提供している個人投資家向けコンテンツや企業年金関連のソ
リューションサービスが業績を伸ばしております。一方では、関連会社の設立や出資、株式取
得、事業譲受けなどにより企業集団としての拡大を積極的に推進することで、サービス提供体制
の一層の強化と事業ラインナップの充実を図り、情報提供と情報処理の両輪をバランスよく業績
拡大に貢献させてまいりました。
　当社グループ事業のさらなる拡大を推進するにあたり、下記の課題に対処してまいります。

①　組織体制について
　当社では、継続的に企業価値を高めていくために、事業規模に応じた内部管理体制の充実が
不可欠であると認識しております。現在、当社グループは国内に７社の連結子会社、海外に１
社の子会社と１社の関連会社を有する規模に拡大してまいりました。各社が適正に事業活動を
行っていくために、業容拡大に対応した組織の整備を行い、内部統制が有効に機能する経営管
理体制の確立が重要であると認識しております。

－ 6 －
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

②　人材の確保と育成について
　当社は金融情報サービスベンダーとして、金融市場の進歩や変化に対応できる専門家、ＩＴ
技術の進化と高度化に対応した技術者、各部門を統括できるマネジメントスキルを備えた人材
等の確保及び育成が重要な経営課題であると認識しております。
　これまでも即戦力となる人材の採用や、パートナー企業との協業により、必要な専門知識・
リソースを確保してきましたが、競合他社を超える革新的な金融情報サービスを提供していく
ためには、当社グループ各部門の従業員の専門性の維持・向上が不可欠と認識しております。
そのために当社グループでは社内外の研修やＯＪＴを通じて従業員の能力向上を図るととも
に、優秀な人材の採用も積極的に進めております。

③　システム障害の防止と対応
当 社 グ ル ー プ の 主 力 サ ー ビ ス 『IFIS Research Manager 』 や 『IFIS Consensus 

Manager』は、独自に開発したシステムにより運営されております。既に多くの投資家の情
報インフラとして日々活用されていることから、システムの安定運用は経営上最も重要な課題
の１つと認識しております。

対策として、効率的なキャパシティ管理のほか、２重化構成、24時間監視、バックアップ
システム等の施策により、障害発生を防ぐとともに障害発生時の混乱及び損害の軽減に努めて
おります。

④　情報セキュリティの強化
機密性の高い情報を扱う当社グループとしましては、現在も万全の情報セキュリティの体制

をとっておりますが、個人情報保護法が普及したことにより、その重要性はますます高まるも
のと思われます。当社グループといたしましては、ネットワークにおけるデータやプログラム
の保護、またはプライバシー保護に関する様々なネットワークセキュリティにおいて、より厳
格なセキュリティ体制を構築することを推進してまいります。

以上を実現するためには、企業基盤を整備し、正確でタイムリーな情報提供ができる情報処
理体制、クオリティーの高いサービスを提供できる営業体制を維持する必要があります。その
ためには優秀な人材の採用と社内教育の充実が不可欠であると考えております。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援、ご鞭撻をたまわりますよう、お願
い申しあげます。
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主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事　　　業 主 要 サ ー ビ ス

投 資 情 報 事 業

・証券調査レポート電子書庫サービス
・業績予想平均値提供サービス
・金融市場に関するオンライン情報サービス
・株式市場に関する情報サービス
・機関投資家向け運用業務支援アプリケーションの提供

ド キ ュ メ ン ト ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業

・金融ドキュメント印刷・配送サービス
・企業年金関連サービス
・上場企業向けIR支援サービス
・Web-To-Printサービス
・翻訳・通訳サービス
・物流サービス

フ ァ ン ド デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ ー 事 業
・投資信託関連印刷・配送サービス
・マーケティング支援

Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業
・金融ソリューション
・ビジネスソリューション
・マイグレーションサービス

そ の 他 事 業 ・データ化サービス

⑸　主要な事業内容（2022年12月31日現在）

事 業 所 名 所 在 地

本 社 東京都千代田区

⑹　主要な営業所（2022年12月31日現在）
①　当社
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主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

会 社 名 所 在 地
株 式 会 社 キ ャ ピ タ ル ・ ア イ 東京都千代田区
アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社 東京都千代田区
株 式 会 社 金 融 デ ー タ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 東京都千代田区
株 式 会 社 東 京 ロ ジ プ ロ 東京都板橋区
有 限 会 社 プ ロ ・ サ ポ ー ト 東京都板橋区
株 式 会 社 ア イ コ ス 東京都千代田区
株 式 会 社 イ ン フ ォ ー テ ッ ク 東京都千代田区

②　子会社

セ　グ　メ　ン　ト　の　名　称 従　業　員　数 前連結会計年度末比増減
投 資 情 報 事 業 39名 １名減
ド キ ュ メ ン ト ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 53名 １名増
フ ァ ン ド デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ ー 事 業 36名 １名増
Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 63名 １名増
そ の 他 事 業 － －
全 社 （ 共 通 ） 13名 １名増

合　　　　計 204名 ３名増

従　業　員　数 前期末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数
109名 ５名増 40.8歳 6.9年

⑺　従業員の状況（2022年12月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）⒈ 従業員数は就業員数であります。
⒉ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属して

いる者であります。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であります。

⑻　主要な借入先の状況（2022年12月31日現在）
　該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

⑴　発行可能株式総数 33,920,000株

⑵　発行済株式の総数 10,242,000株

⑶　株主数 7,076名

⑷　大株主（上位10名）

持 株 数 持株比率
株 ％

株 式 会 社 大 澤 商 事 3,230,000 33.44

大 沢 和 春 709,000 7.34
STATE STREET BANK AND TRUST 
CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 
5 0 5 0 0 2

646,400 6.69

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
( 信 託 口 ) 306,200 3.17

鈴 木 智 博 300,000 3.11

株 式 会 社 Ｂ ＆ Ｓ 237,900 2.46

岡 三 証 券 株 式 会 社 225,400 2.33

野 村 證 券 株 式 会 社 191,515 1.98

光 通 信 株 式 会 社 177,700 1.84
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED 
STOCK FUND (PRINCIPAL ALL 
S E C T O R  S U B P O R T F O L I O ）

175,994 1.82

２．株式の状況（2022年12月31日現在）

（注）１. 当社は、自己株式を582,305株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況
⑴ 当事業年度中の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
　該当事項はありません。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 大澤弘毅
アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社代表取締役
株式会社キャピタル・アイ代表取締役
株式会社東京ロジプロ取締役

取 締 役 本多　雅
営業担当
株式会社東京ロジプロ監査役
株式会社アイコス監査役
株式会社インフォーテック監査役

取 締 役 会 長 大沢和春 アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社取締役
取 締 役
（監査等委員・常勤） 長井　治

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 森部　章 アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 大政和郎

４．会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2022年12月31日現在）

（注）⒈ 取締役（監査等委員）長井治氏及び森部章氏並びに大政和郎氏は社外取締役であります。
⒉ 取締役（監査等委員）森部章氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。
⒊ 取締役（監査等委員）長井治氏及び森部章氏並びに大政和郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。
⒋ 取締役（監査等委員）長井治氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している

理由は、社内における効率的な情報収集・情報共有、内部監査部門及び会計監査人との十分な連携を
通じ、当社監査等委員会の監査・監督機能の強化を図るためであります。

⑵　責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役会長大沢和春氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役
(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大
な過失がないときに限られます。

⑶　補償契約の内容の概要等
当社は、大澤弘毅氏、本多雅氏、大沢和春氏、長井治氏、森部章氏及び大政和郎氏の取締役の

全員に対し、会社法第430 条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用
及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
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会社役員の状況

⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負
った場合における損害等を補填することとしております。保険料は全額当社が負担しておりま
す。故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。

⑸　取締役の報酬等
①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針を決議し、2022年２月28日開催の取締役会において改訂しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決
定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。

イ．基本報酬に関する方針
当社の取締役の報酬は、グループ一体での事業運営、コーポレートガバナンスの拡

充・強化、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たしうる公正性
および合理性の担保観点から、取締役（監査等委員である取締役を除く）の基本報酬は
原則的に固定報酬とし、例外的に役位・職責、在任年数その他会社の業績等を考慮して
決定する。

なお、監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場での経営に対す
る監督及び助言を行う機能の適切な発揮を促す観点から、固定報酬である基本報酬のみ
とする。

ロ．業績連動報酬等に関する方針
取締役の報酬について、業務執行の対価として、業績連動要素を導入せず固定報酬と

する。
ハ．非金銭報酬等に関する方針

当社の内規により、金銭報酬額の決定方法のみを定めており、金銭以外の報酬は支給
しないものとする。

ニ．報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬は原則として、年額の12分の１を従業員給与の支給日に合わせて当月分を

支払う。
ホ．報酬等の決定の委任に関する事項

各取締役に対する具体的な月額報酬の決定は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締
役の評価を行うには代表取締役が適していると判断し、取締役会から代表取締役大澤弘
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会社役員の状況

区 分 支　給　人　員 支　　給　　額
取 締 役

（うち社外取締役）
３名

（－）
44,250千円

（－）
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

（うち社外取締役）
３

（３）
7,200

（7,200）
合 計

（うち社外役員）
６

（３）
51,450

（7,200）

会社における地位 氏 名 主な活動状況等及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
(監査等委員・常勤) 長 井 　 治

主に国際事業に関する豊富な経験から議案審議等に必要な
発言を適宜行っております。当事業年度中に開催の取締役
会16回中16回、監査等委員会12回中12回に出席し、独立
した立場から経営陣の監督に努めております。

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 森 部 　 章

主に税理士としての豊富な経験や専門的見地から議案審議
等に必要な発言を適宜行っております。当事業年度中に開
催の取締役会16回中16回、監査等委員会12回中12回に出
席し、独立した立場から経営陣の監督に努めております。

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 大 政 和 郎

主に人材育成に関する豊富な経験を踏まえ議案審議等に必
要な発言を適宜行っております。当事業年度中に開催の取
締役会16回中16回、監査等委員会12回中12回に出席し、
独立した立場から経営陣の監督に努めております。

毅氏に一任するものとする。取締役会からの一任については、毎年、審議・付議行うも
のとする。

②　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）⒈ 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
⒉ 取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2021年３月26日開催の第26回定時株主総会において

年額72,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時
株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は３名です。

⒊ 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2021年３月26日開催の第26回定時株主総会において年額
20,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数
は３名です。

⑹　社外役員に関する事項
①　他の法人等との重要な兼職の状況

・取締役（監査等委員）森部章氏は、アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社
の監査役であります。同社は当社の子会社であります。

②　社外役員の主な活動状況等
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 25,000千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25,000千円

５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との監査契約においては、会社法に基づく監査報酬額と金融商品取引法に基づく監
査報酬額とを区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人と
しての報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等
委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を
解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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会社の体制及び方針

６．会社の体制及び方針
　当社は、取締役会において、下記のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、コーポ
レート・ガバナンスの強化が不可欠であるとの基本認識のもと、引き続き以下に掲げる諸政策の継
続的な実施を推進しております。
⑴　業務の適正を確保するための体制

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、企業の存続のためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識し、特に取締

役は法令遵守だけでなく、従業員に率先してコンプライアンスに対する意識の育成及び維
持・向上に努める。

・社長直属の内部監査室は、監査等委員会・監査法人との連携・協力のもと内部監査を実施
し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図るものとする。

・社長と従業員が直接面談する機会を定期的に設け、問題点や今後の課題などを社長に報告す
る体制を整備する。

・「企業行動規範」において反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求にも妥協せず
毅然とした態度で対処する旨を定めている。また法令、社会的規範及び企業倫理に反した事
業活動を防止するため「内部通報制度」を整備する。

・特殊暴力防止対策連合会に加盟し、管轄警察署を通じて関連情報を収集できる体制を整備
し、不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努める。

・社内研修・教育活動において、使用人の法令遵守の意識を高める取り組みを行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記載さ

れた文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）及びその関連資料を、文書管理規程その他の社
内規程の定めるところに従い、定められた期間適切に保存するとともに、必要に応じて取締
役、監査等委員会及び監査法人等が閲覧・謄写可能な状況にて管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握し、その評価を行い、これ

を事業運営に活かす仕組みを整備する。また、リスク管理全体を統括する担当部門を設置す
る。

・各部門の長は担当の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で、適切
な対策を実施するとともに定期的に見直しを行う。

・事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に備え、あらかじめ必要な対応方針を整
備し、損失を最小限にとどめるために必要な対応を行う。

－ 15 －
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会社の体制及び方針

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行

う。また取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、社内取締役及び各部門の
ディレクターにより構成される販売会議を毎週開催し、業務執行に関する基本事項及び重要
事項を決定し、慎重な意思決定を行う体制を整備する。

・業務の運営・遂行については、中長期経営計画及び各年度の活動計画、予算の立案、各部門
への目標付与を行い、その目標達成に向けた具体策を立案、実行する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制
・当社グループは国内に７社の連結子会社、海外に１社の子会社と１社の関連会社を有してお

り、関係会社規程の制定等により、グループ全体においてコンプライアンス体制の構築に努
める。

・グループ会社は、親会社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関
の設計その他の特性を踏まえて、自立的に内部統制システムを整備することを基本とする。
イ.子会社の取締役会等の執務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・当社子会社の取締役は、子会社の経営に重大な影響を及ぼす事故もしくは事件等が発
生、または発生を予見した場合、「関係会社管理規程」などの社内規程に基づいて、直
ちに関連当事者及び親会社へ報告する。

・当社子会社の取締役は営業成績、財務状況、及び「関係会社管理規程」などの社内規程
に定められたその他重要な情報につき、定期的に関連当事者または親会社へ報告する。

ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・グループ会社は、当社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機

関の設計その他の特性を踏まえて、自立的に内部統制システムを整備することを基本と
する。

ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営管理部門は、「関係会社管理規程」に基づきグループ経営の運営管理制度の立案・

推進を行い、子会社の経営を支援する。
・子会社は、親会社と協議の上、決定した戦略に基づき、活動する。
・子会社に対する支援業務及び管理業務は「関係会社管理規程」に基づき、親会社が行

う。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
・社長直属の内部監査室は、監査等委員会・監査法人との連携・協力のもと内部監査を実

施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図るものとする。また、随時、問題
点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備する。

・社内研修・教育活動において、使用人の法令遵守の意識を高める取り組みを行う。
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会社の体制及び方針

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員

と協議の上、監査等委員を補助すべき使用人を置くこととする。なお、使用人の任命、異
動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取
締役からの独立性を確保する。

⑦ 前号の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に
関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関す
る事項

・監査等委員会は、「監査等委員会規程」および「監査等委員会監査等基準」に基づき、当該
使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）から独立性に関する体制について協議
し、当該体制を整備するよう取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して要請す
る。

・当該使用人への指示・命令・評価は監査等委員会が行う。
・当該使用人は、監査等委員会の職務補助を選任として行う。ただし、監査等委員会の同意を

得て兼任させることができる。

⑧ 取締役および使用人が監査等委員会へ報告するための体制、その他の監査等委員会への報告
に関する体制

・重要な意思決定のプロセスや業務の実行状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席
するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要事項を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求
めることのできる体制を構築する。

・取締役は、会社の信用、業績等に重大な悪影響を与える事項、または重大な悪影響を与える
おそれのある事項が発覚したときには、速やかに監査等委員に報告する。

⑨ 前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保
するための体制

・監査等委員会へ報告をした取締役及び使用人が、当該報告をしたことを理由として不利益な
取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

⑩ 当社の監査等委員の職務執行（監査等委員会の職務の執行に関する者に限る。）について生
ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項

・監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該
費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じるものと
する。
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会社の体制及び方針

     

⑪ その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員は、取締役会のほか重要な意思決定会議にも出席し、重要事項の報告を受ける体

制をとる。
・監査等委員は、監査法人・内部監査室と連携・協力して監査を実施する。
・監査等委員は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を

行う。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとお
りであります。
①　取締役の職務の執行について

当事業年度において、取締役会を16回開催しており、取締役及び使用人の職務の執行が法
令及び定款に適合するよう監督を行いました。

②　コンプライアンスへの取り組みについて
当社は、役員及び使用人に対し、定期的にコンプライアンス研修を実施しております。ま
た、問題の早期発見・未然防止を図るため、内部通報窓口を外部法律事務所に設置しており
ます。当事業年度において、内部通報の実績はありませんでした。

③　監査等委員会の職務の執行について
当事業年度において、監査等委員会を12回開催し、経営の適法性、妥当性、効率性、コン
プライアンスに関して、幅広く意見交換、審議、検証し適宜経営に対して助言や提言を行い
ました。また、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席し、各取締役の職務執行につい
て、厳正な監視を実施いたしました。

⑶　会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針は、特に
定めておりません。

（注）本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨て、比率については四捨五入して表示してお
ります。
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連結貸借対照表

（2022年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金　　額 科 目 金　　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

機械装置及び運搬具

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

5,445,228

4,907,218

492,068

45,942

522,379

51,143

19,082

662

31,398

246,496

130,412

114,613

1,469

224,739

2,373

2,360

73,557

81,061

59,863

5,523　

流 動 負 債 726,559
買 掛 金 185,839
未 払 金 106,931
未 払 法 人 税 等 161,056
未 払 消 費 税 等 62,009
契 約 負 債 131,958
賞 与 引 当 金 19,358
そ の 他 59,404

固 定 負 債 80,282
退職給付に係る負債 25,617
そ の 他 54,664

負 債 合 計 806,841
純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,142,031
資 本 金 382,510
資 本 剰 余 金 438,310
利 益 剰 余 金 4,399,186
自 己 株 式 △77,975

その他の包括利益累計額 18,735
その他有価証券評価差額金 △140
為 替 換 算 調 整 勘 定 18,875

純 資 産 合 計 5,160,766
資 産 合 計 5,967,608 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,967,608

連 結 貸 借 対 照 表

（注）この連結貸借対照表における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 5,380,767
売 上 原 価 3,068,951

売 上 総 利 益 2,311,815
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,485,288

営 業 利 益 826,527
営 業 外 収 益

受 取 利 息 418
受 取 配 当 金 195
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 986
為 替 差 益 6,315
そ の 他 572 8,489

営 業 外 費 用
そ の 他 102 102
経 常 利 益 834,913

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 524 524

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 834,389
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 262,469
法 人 税 等 調 整 額 △15,394 247,075
当 期 純 利 益 587,314
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 587,314

連 結 損 益 計 算 書

（注）この連結損益計算書における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 382,510 438,310 3,956,768 △77,975 4,699,612

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △144,895 △144,895

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 587,314 587,314

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 442,418 － 442,418

当 期 末 残 高 382,510 438,310 4,399,186 △77,975 5,142,031

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

その他の
包括利益

累計額合計
当 期 首 残 高 △231 15,265 15,034 4,714,646

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △144,895
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 587,314

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 91 3,610 3,701 3,701

連結会計年度中の変動額合計 91 3,610 3,701 446,119

当 期 末 残 高 △140 18,875 18,735 5,160,766

連結株主資本等変動計算書

（注）この連結株主資本等変動計算書における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表
1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の数及び連結子会社の名称

・連結子会社の数 ７社
・主要な連結子会社の名称 株式会社キャピタル・アイ

アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社
株式会社金融データソリューションズ
株式会社東京ロジプロ
有限会社プロ・サポート
株式会社アイコス
株式会社インフォーテック

②　非連結子会社の名称等
・主要な非連結子会社の名称等 主要な非連結子会社はありません。
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない
ためであります。

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の名称

・持分法適用の関連会社の数 １社
・主要な会社等の名称 上海凱懿商貿有限公司

②　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
・主要な非連結子会社の名称等 主要な非連結子会社はありません。
・持分法を適用しない理由 持分法を適用しない非連結子会社は小規模であり、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類
に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が
ないため持分法を適用しておりません。

⑶　連結子会社の事業年度に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
イ．満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
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ロ．その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売買原
価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

１）有形固定資産 定率法
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につ
いては定額法を採用しております。なお、耐用年数は４～
15年であります。

２）無形固定資産 定額法
自社利用のソフトウエア　５年
のれん　　　　　　　　　５年または10年

③　重要な引当金の計上基準
１）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することと
しております。

２）賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込
額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
連結子会社１社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支
配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識しております。顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義
務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）については
以下のとおりであります。

１）ドキュメント
・印刷・配送サービス

印刷物等に関する財又はサービスを顧客に提供した時点で収益を認識しておりま
す。なお、出荷から引き渡しまでごく短期間で行われる取引については、出荷した時
点において当該財又はサービスの支配が顧客に移転されると判断し、出荷時点で収益
を認識しております。
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２）WEBサービス
・閲覧サービス等

契約に基づき、顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足さ
れると考えられるため、サービスの利用期間に応じて収益を認識しております。

３）受託開発
・システム受託開発

サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、顧客に移転す
る履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。

履行義務の充足に係る進捗度は、その進捗度を合理的に見積ることができる場合、
見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の
充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収すること
が見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ごく短期な
請負開発については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

４）その他
・業務委託、派遣等

契約に基づき、顧客へのサービスの提供に応じて履行義務が充足されると考えられ
るため、契約期間における稼働実績または労働時間の経過に応じて収益を認識してお
ります。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計
基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと
しました。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っておりますが、当連結会計年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
　この変更が連結計算書類に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に
表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」
に含めて表示することとしました。また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計
年度より「契約負債」として表示することとしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計
基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商
品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱
いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとして
おります。なお、連結計算書類に与える影響はありません。
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「のれん」発生要因 「のれん」が帰属する
事業・サービス 企業結合年月 「のれん」の残高

株式会社金融データソリュー
ションズの買収、子会社化

機関投資家向け運用業務支
援、アプリケーションの提供 2016年10月１日 130,412千円

有形固定資産の減価償却累計額 183,899千円

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普 通 株 式 10,242,000 － － 10,242,000

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普 通 株 式 582,305 － － 582,305

3．会計上の見積りに関する注記
(重要な会計上の見積り)
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　　130,412千円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「のれん」の減損の可能性について
　当社グループのこれまでの買収等の企業結合の結果、2022年12月31日現在の連結貸借対
照表に「のれん」が130,412千円計上されています。

　「のれん」の内訳は以下のとおりです。

　「固定資産の減損に係る会計基準」および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」
に従い、各「のれん」が帰属する事業・サービスに「営業活動から生ずる損益又はキャッシ
ュ・フローが継続してマイナス」などの減損の兆候の有無を把握し、減損の兆候がある場合
には、減損損失の認識要否の判定や測定を行います。その結果、「のれん」の減損損失が生
じた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

4．連結貸借対照表に関する注記

5．連結損益計算書に関する注記
該当事項はありません。

6．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

⑵　自己株式の数に関する事項
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決議 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2022年３月25日
定時株主総会 144,895千円 15円00銭 2021年12月31日 2022年３月28日

・配当金の総額 178,704千円
・１株当たり配当額 18円50銭
・基準日 2022年12月31日
・効力発生日 2023年３月27日

⑶　剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるも
の
　2023年３月24日開催予定の定時株主総会の議案として、剰余金の処分として期末配当に
関する事項を次のとおり提案する予定であります。

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

7．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融商品に限定し、設備投資等に必要な
資金や短期的な運用資金等は、自己資金による方針であります。デリバティブ取引は、ヘッジ
目的以外には行わないものとしております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されており、当該
リスクに関しては、与信管理規程に沿って取引先ごとの期日管理及び残高管理を行いリスク低
減を図っております。
　投資有価証券は、余剰資金を運用することを目的とした金融資産であり、市場価格の変動リ
スクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
　差入保証金は、建物の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒さ
れております。
　営業債務である買掛金や未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内に決済されるものでありま
す。
　法人税、住民税及び事業税の支払額である未払法人税等は、そのほぼすべてが２ヶ月以内に
納付期限が到来するものであります。
　また、管理体制については、定められた運用資金の範囲内でのみ行うものであり、事前に稟
議決裁を受けたうえで、実行及び管理を行っております。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従うこととしてお
りますが、当連結会計年度においてデリバティブ取引は行っておりません。
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（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

　差入保証金 81,061 80,044 △1,017

区分 当連結会計年度（千円）
関係会社株式 2,360
関係会社出資金 73,557

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用している
ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が変動する場合があります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。

（注）⒈ 現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似するものであることから、注記を省略しております。

⒉ 受取手形、売掛金及び契約資産、買掛金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

⒊ 市場価格のない株式等は、上記表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以
下のとおりであります。

⒋ 企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
31号　2019年７月４日）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上記の残高には含めており
ません。
連結貸借対照表における当該投資信託の金額は2,373千円であります。

⑶　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の3つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 80,044 － 80,044

（単位：千円）
報告セグメント

その他 合計投資情報事業
ドキュメン
トソリュー
ション事業

ファンドデ
ィスクロー
ジャー事業

ＩＴソリュー
ション事業

ドキュメント － 1,603,723 1,255,639 － － 2,859,362
WEBサービス 1,262,918 － － － － 1,262,918
受託開発 132,191 311,430 77,759 121,366 － 642,747
その他 － － － 615,738 － 615,738
顧客との契約か
ら生じる収益 1,395,109 1,915,154 1,333,398 737,104 － 5,380,767
外部顧客へ
の売上高 1,395,109 1,915,154 1,333,398 737,104 － 5,380,767

⑴　１株当たり純資産額 534円25銭
⑵　１株当たり当期純利益 60円80銭

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
なお、投資信託の時価は含まれておりません。投資信託の連結貸借対照表計上額は2,373

千円であります。

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
　差入保証金

　差入保証金の時価について、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた
現在価値によって算定しております。

８．収益認識に関する注記
⑴　 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

⑵　 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項「⑷　会計方針に関する事項　⑤　重要

な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

9．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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（2022年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金　　額 科 目 金　　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売掛金及び契約資産

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産　

2,959,823

2,633,578

287,286

20,654

18,303

1,420,887

39,516

17,357

22,158

108,041

107,635

405

1,273,329

2,373

1,180,204

70,167

20,584　

流 動 負 債 474,025
買 掛 金 133,891
未 払 金 86,250
未 払 費 用 6,982
未 払 法 人 税 等 93,446
未 払 消 費 税 等 27,712
契 約 負 債 87,851
預 り 金 24,885
賞 与 引 当 金 13,005

負 債 合 計 474,025
純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,906,825
資 本 金 382,510
資 本 剰 余 金 438,310
資 本 準 備 金 438,310
利 益 剰 余 金 3,163,981
利 益 準 備 金 250
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,163,731
繰 越 利 益 剰 余 金 3,163,731

自 己 株 式 △77,975
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △140
その他有価証券評価差額金 △140
純 資 産 合 計 3,906,685

資 産 合 計 4,380,710 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,380,710

貸　借　対　照　表

（注）この貸借対照表における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,500,105
売 上 原 価 1,977,077
売 上 総 利 益 1,523,028

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,020,308
営 業 利 益 502,719

営 業 外 収 益
受 取 利 息 408
為 替 差 益 4,133
業 務 受 託 料 4,100
そ の 他 264 8,906

営 業 外 費 用
そ の 他 3 3
経 常 利 益 511,622

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 引 前 当 期 純 利 益 511,622
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 150,112
法 人 税 等 調 整 額 1,299 151,412
当 期 純 利 益 360,209

損　益　計　算　書

（注）この損益計算書における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

（単位：千円）
株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

資本剰余金
合　　　計

利　益
準備金

その他利益
剰　余　金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰　余　金

当 期 首 残 高 382,510 438,310 438,310 250 2,948,417 2,948,667

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △144,895 △144,895

当 期 純 利 益 360,209 360,209
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － 215,314 215,314

当 期 末 残 高 382,510 438,310 438,310 250 3,163,731 3,163,981

株　主　資　本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △77,975 3,691,511 △231 △231 3,691,279

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △144,895 △144,895

当 期 純 利 益 360,209 360,209
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 91 91 91

事業年度中の変動額合計 － 215,314 91 91 215,405

当 期 末 残 高 △77,975 3,906,825 △140 △140 3,906,685

株主資本等変動計算書

（注）この株主資本等変動計算書における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することと
しております。

②　賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込
額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券　　　　　償却原価法（定額法）
②　子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法
③　その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売買原
価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

⑵　　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 定率法

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につ
いては定額法を採用しております。なお、耐用年数は４～
15年であります。

②　無形固定資産 定額法
自社利用のソフトウエア　５年

⑶　引当金の計上基準

⑷　収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会
計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客
に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識して
おります。顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）については以下のとおりで
あります。

－ 32 －



2023/02/24 22:19:08 / 22940819_株式会社アイフィスジャパン_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

１）ドキュメント
・印刷・配送サービス

印刷物等に関する財又はサービスを顧客に提供した時点で収益を認識しておりま
す。なお、出荷から引き渡しまでごく短期間で行われる取引については、出荷した時
点において当該財又はサービスの支配が顧客に移転されると判断し、出荷時点で収益
を認識しております。

２）WEBサービス
・閲覧サービス等

契約に基づき、顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足さ
れると考えられるため、サービスの利用期間に応じて収益を認識しております。

３）受託開発
・システム受託開発

サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、顧客に移転す
る履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。

履行義務の充足に係る進捗度は、その進捗度を合理的に見積ることができる場合、
見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の
充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収すること
が見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ごく短期な
請負開発については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計
基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしま
した。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
　この変更が計算書類に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示して
いた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。ま
た、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示すること
としました。
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個別注記表

関係会社 「関係会社株式」の残高

株式会社金融データソリューションズ 721,977千円

株式会社東京ロジプロ 206,450千円

株式会社インフォーテック 144,417千円
アイフィス・インベストメント・マネジメント
株式会社 80,000千円

株式会社アイコス 25,000千円

株式会社キャピタル・アイ 0千円

その他関係会社 2,360千円

1,180,204千円

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計
基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に
関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに
従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしており
ます。なお、計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
(重要な会計上の見積り)
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　　1,180,204千円
⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「関係会社株式」の評価損計上の可能性について
2022年12月31日現在の貸借対照表に「関係会社株式」が1,180,204千円計上されています。

　「関係会社株式」の内訳は以下のとおりです。

当社は、関係会社株式について、株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著し
く低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損
の認識を行います。

その結果、「関係会社株式」の評価損が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能
性があります。
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個別注記表

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 129,778千円

①　短期金銭債権 16,542千円
②　短期金銭債務 30,028千円

①　営業取引高 売上高 6,800千円
売上原価 240,918千円
その他 24,226千円

②　営業取引以外の取引高 4,256千円

株式の種類 当 事 業 年 度 期 首
株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 582,305 － － 582,305

繰延税金資産
未払事業税 5,806千円
賞与引当金 3,979千円
未払費用 1,815千円
減価償却費 1,487千円
その他有価証券評価差額金 61千円
資産除去債務 7,433千円
関係会社株式評価損 45,900千円
前渡金 3,060千円
繰延税金資産小計 69,544千円
評価性引当額 △48,960千円
繰延税金資産合計 20,584千円

４．貸借対照表に関する注記

⑵　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

５．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の数に関する事項

７．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

⑴　１株当たり純資産額 404円43銭
⑵　１株当たり当期純利益 37円28銭

８．関連当事者との取引に関する注記
　該当事項はありません。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 竹 貴 也

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古 川 真 之

独立監査人の監査報告書

2023年２月24日
株式会社アイフィスジャパン

取　締　役　会　御中
有限責任監査法人トーマツ
　東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社アイフィスジャパンの2022年1月1日か
ら2022年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社アイフィスジャパン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
　当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書
類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 竹 貴 也

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古 川 真 之

独立監査人の監査報告書

2023年２月24日
株式会社アイフィスジャパン

取　締　役　会　御中
有限責任監査法人トーマツ
　東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社アイフィスジャパンの2022年1月1
日から2022年12月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 39 －
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注
記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年１月１日から2022年12月31日までの第28期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査等委員が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。
１．監査の方法及びその内容

⑴　監査等委員会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査等委員から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

⑵　各監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門
その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年２月28日
株式会社アイフィスジャパン　監査等委員会

常勤監査等委員（社外取締役） 長井　　治 ㊞
監査等委員（社外取締役） 森部　　章 ㊞
監査等委員（社外取締役） 大政　和郎 ㊞

　

監査等委員会の監査報告

以　上
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議案１　剰余金処分議案

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件
　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　期末配当に関する事項

⑴　配当財産の種類
金銭といたします。

⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき18円50銭といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は178,704,358円となります。

⑶　剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年３月27日といたしたいと存じます。

－ 42 －
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議案２　取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

再 任

おお
大

 

　
さわ
澤

 

　
ひろ
弘

 

　
き
毅

（1979年９月25日生）

    2003年    4 月 エヌケーケートレーディング株式会社入社
    2008年    4 月 株式会社国際交流センター入社
    2010年    1 月 当社入社
    2013年    3 月 当社取締役　営業担当
    2015年    12月 株式会社東京ロジプロ監査役
    2015年    12月 株式会社アイコス監査役
    2015年    12月 株式会社インフォーテック監査役
    2016年    1 月 当社取締役　管理担当
    2016年    8 月 株式会社金融データソリューションズ取締役
    2017年    5 月 アイフィス・インベストメント・マネジメン

ト株式会社取締役
    2019年    6 月 当社取締役　管理担当兼営業担当
    2019年    6 月 アイフィス・インベストメント・マネジメン

ト株式会社代表取締役（現任）
    2019年    6 月 株式会社キャピタル・アイ代表取締役（現

任）
    2021年    3 月 当社代表取締役（現任）

2022年    3 月 株式会社東京ロジプロ取締役（現任）

150,000株

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は、本総
会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役３名の選任をお願いいたしたいと
存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方、取締役
候補者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務
執行状況及び業績等を勘案し、全ての候補者について適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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議案２　取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

２

再 任

ほん
本

 

　
だ
多

 

　
 

　
 

　
まさし
雅

（1957年７月７日生）

    1981年    4 月 富士ゼロックス株式会社入社
    2004年    4 月 富士ゼロックスマレーシア社長
    2009年    4 月 富士ゼロックスタイランド社長
    2014年    7 月 富士ゼロックス株式会社アジアパシフィック

オペレーション常務執行役員兼営業本部長
    2017年    4 月 同社国内営業本部常務執行役員兼営業本部長
    2017年    9 月 当社入社
    2018年    3 月 当社取締役　営業担当（現任）
    2021年    2 月 株式会社東京ロジプロ監査役（現任）
    2021年    2 月 株式会社インフォーテック監査役（現任）
    2021年    3 月 株式会社アイコス監査役（現任）

1,000株

３

再 任

おお
大

 

　
さわ
沢

 

　
かず
和

 

　
はる
春

（1949年６月29日生）

    1972年    4 月 富士ゼロックス株式会社入社
    1990年    5 月 国際電信電話株式会社入社
    1992年    6 月 セガエンタープライズ株式会社入社
    1993年    2 月 トムソンコーポレーション株式会社入社
    1995年    5 月 当社設立、代表取締役
    2006年    2 月 アイフィス・インベストメント・マネジメン

ト株式会社取締役（現任）
    2013年    2 月 株式会社インフォーテック代表取締役
    2019年    6 月 株式会社金融データソリューションズ取締役

2021年    3 月 当社取締役　会長（現任）

709,000株

（注）⒈ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
⒉ 上記各取締役候補者の所有する当社の株式数は、2022年12月31日現在のものであります。
⒊ 当社は大澤弘毅氏、本多雅氏及び大沢和春氏との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約

を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償
することとしております。各候補者の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定で
あります。

⒋ 当社は、取締役会長大沢和春氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令
が規定する額としており、大沢和春氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定でありま
す。

⒌ 当社は取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保
険）契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額当社が負担しております。故意または
重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。各候補者が取締役に選任され
就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても
同内容での更新を予定しております。
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議案３　取締役選任議案（監査等委員）

候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

新 任
お

織
 

　
だ

田
 

　
 

　
さとし

証
（1959年７月17日生）

    1981年    4 月 株式会社ロートワイス入社
    2001年    1 月 PAC-RIM ASIA入社
    2007年    1 月 響税理士法人入社（現任） －株

２

再 任

もり

森
 

　
べ

部
 

　
 

　
あきら

章
（1959年６月10日生）

    1983年    4 月 三菱電機株式会社入社
    1997年    9 月 森川税理士事務所入所
    1998年    12月 税理士登録
    1999年    9 月 森部章税理士事務所、所長（現任）
    2000年    2 月 当社社外監査役
    2006年    2 月 アイフィス・インベストメント・マネジメン

ト株式会社監査役（現任）
    2021年    2 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

30,000株

３

再 任

おお

大
 

　
まさ

政
 

　
かず

和
 

　
お

郎
（1954年１月５日生）

    1977年    4 月 富士ゼロックス株式会社入社
    1990年    4 月 グレラン製薬株式会社入社

ＣＦＯ兼取締役人事部長
    1995年    6 月 ボストンサイエンティフィックジャパン株

式会社入社
    1999年    4 月 ＧＥキャピタル・コンシューマーファイナン

ス株式会社入社
ＧＥコンシューマークレジット取締役兼人
事総務部長

    2001年    5 月 日本シャーウッド株式会社入社
    2002年    8 月 コムテック株式会社入社
    2003年    6 月 同社常務取締役
    2005年    3 月 当社社外監査役
    2021年    3 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

8,000株

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また長井治
氏が退任されますので、新たに監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じま
す。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）⒈ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
⒉ 上記各候補者の所有する当社の株式数は、2022年12月31日現在のものであります。
⒊ 織田証氏、森部章氏及び大政和郎氏は、社外取締役候補者であります。
⒋ 織田証氏、森部章氏及び大政和郎氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は以下

のとおりであります。織田証氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことが
ありませんが、税務および会計に精通した専門知識を有しており有用な意見や助言がいただけるこ
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議案３　取締役選任議案（監査等委員）

と、森部章氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことがありませんが、税
理士としての専門的な見識を、また大政和郎氏は人材育成に関する豊富な経験を、当社の経営の監督
等に活かしていただくため、選任をお願いするものです。

⒌ 森部章氏及び大政和郎氏は現在、当社の監査等委員である取締役でありますが、両氏の在任期間は、
本総会終結の時をもって２年となります。なお、両氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあ
ります。

⒍ 当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との
間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めておりますが、
現任の監査等委員である取締役との間で、当該責任限定契約を締結しておりません。なお、織田証
氏、森部章氏及び大政和郎氏選任が承認された場合、各候補者との間で、会社法第427条第１項の規
定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたしま
す。

⒎ 当社は現任の監査等委員である取締役との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結
しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償するこ
ととしております。候補者森部章氏及び大政和郎氏の再任が承認された場合は、同様の補償契約を継
続する予定であり、新任の候補者である織田証氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で同
様の補償契約を締結する予定であります。

⒏ 当社は取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保
険）契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額当社が負担しております。故意または
重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。各候補者が取締役に選任され
就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても
同内容での更新を予定しております。

⒐ 当社は森部章氏及び大政和郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
両氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、織田証氏
は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定で
あります。

以上
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地図

株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお
願い申しあげます。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都千代田区西神田三丁目１番６号
日本弘道会ビル８階　講堂
TEL 03－5275－6334
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駅

日本弘道会ビル

A5

東口

交通　・九段下駅「７番出口」　　　徒歩３分（東西線）
「５番出口」　　　徒歩４分（半蔵門線・都営新宿線）

・神保町駅「Ａ２出口」　　　徒歩５分（半蔵門線・都営新宿線・都営三田線）
・水道橋駅「西　　口」　　　徒歩９分（ＪＲ線）

「Ａ２出口」　　　徒歩11分（都営三田線）
・飯田橋駅「Ａ５出口」　　　徒歩９分（東西線）

「東　　口」　　　徒歩12分（ＪＲ線）
◎お願い　当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場は

ご遠慮願います。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会にご出席の皆様には、株主総会会場内に
てマスクの着用等をお願いいたします。
　当社運営スタッフはマスク着用で対応いたしますので、あらかじめご了承ください。
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